
 

 

 

 

 

 

 

多量排出事業者による処理計画書・実施状況報告書 

－記載例－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年３月 

岩手県 環境生活部 資源循環推進課 

 

この記載例は、産業廃棄物の多量排出事業者による「処理計画書」

及び「実施状況報告書」となります。 

ただし、準多量排出事業者や特別管理産業廃棄物の多量排出事業者

による「処理計画書」及び「実施状況報告書」についてもほぼ同様

ですので、書類を作成する際の参考としてください。 



【記載例：１】 多量排出事業者による処理計画書 （別紙を使用しない場合の書き方） 

 

様式第二号の八(第八条の四の五関係) 

(第１面) 

産業廃棄物処理計画書 

  令和８年○月○日 

岩手県知事 達増 拓也 殿 

 

提出者                   

住 所  岩手県○○市○○町○番○号  

氏 名         株式会社Ａ製造 

代表取締役 ○○ ○○   

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

電話番号  012-345-6789        

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12 条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他 

その処理に関する計画を作成したので、提出します。 

事 業 場 の 名 称 
 株式会社Ａ製造 △△工場 

事 業 場 の 所 在 地  岩手県△△市△△町△番△号 

計 画 期 間 令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 
 

①事 業 の 種 類 
製造業[ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製造業]  

※日本標準産業分類の区分を記入すること 

②事 業 の 規 模 
製造製品出荷額 １億円 

③従 業 員 数 120名 

④産業廃棄物の一連

の処理の工程 

汚泥 → 自己中間処理（脱水） → 自己中間処理残さ → 委託処分 

 

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 → 焼却処分（熱回収） 

 

押印不要。計画書は県公式ホームページに

掲載し公表しますので社印・代表者印は押

印しないでください。 

 

産業廃棄物の種類ごと発生から最終処分

が終了するまでの一連の処理工程を記入

してください。 

令和８年度における処理計画の場合の計

画期間は、「令和８年４月１日～令和９年３

月３１日」となります。 

 

表１「日本標準産業分類」参照 



(第２面) 

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

 

（管理体制図） 

 

 

 

 

 

 

 

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和７年度）実績】       

産業廃棄物の種類 汚泥 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 

排 出 量 1,470ｔ 35ｔ 

（これまでに実施した取組） 

○汚泥 

 △年度に新たな製造設備を導入したことにより、約5％の削減を図った。 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 汚泥 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 

排 出 量 1,400ｔ 30ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

○廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 

 原材料の調達形体、製造工程の見直しにより、約15％の削減を図る。 

産業廃棄物の分別に関する事項 

 

①現状 

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

○廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 

 △年度より焼却処理と埋立とに分別を行い、埋立処分量の削減を行って

いる。 

②計画 

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

○廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 

 焼却処分を行っているものの中に、マテリアルリサイクル可能なものが

ある（10％程度）ので、更に分別を徹底し、リサイクルを図る。 

 

社長（廃棄物管理責任者） 

工場長（廃棄物処理等責任者） 

産業廃棄物担当者 

県のホームページに掲載し公表しますの

で、記入は役職名とし、個人情報（個人名

など）は記載しないようご留意ください。 



（第３面） 

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和７年度）実績】 

産業廃棄物の種類 汚泥 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 

自ら再生利用を行った 

産業廃棄物の量 
0ｔ 0ｔ 

（これまでに実施した取組） 

自ら再生利用は行っていない。 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 汚泥 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量 
0ｔ 0ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

今後も自ら再生利用する予定はない。 

 

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和７年度）実績】  

産業廃棄物の種類 汚泥 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 

自ら熱回収を行った

産業廃棄物の量 
0ｔ 0ｔ 

自ら中間処理により減量した 

産業廃棄物の量 
1,470ｔ 0ｔ 

（これまでに実施した取組） 

△年度より脱水装置を最新化し、減量率を向上させた。 

 

②計画 

【目標】   

産業廃棄物の種類 汚泥 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 

自ら熱回収を行う

産業廃棄物の量 
0ｔ 0ｔ 

自ら中間処理により減量する 

産業廃棄物の量 
1,400ｔ 0ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

－ 

 



（第４面） 

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和７年度）実績】 

産業廃棄物の種類 汚泥 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行った 

産業廃棄物の量 

0ｔ 0ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 － 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 汚泥 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行う 

産業廃棄物の量 

0ｔ 0ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 － 

産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

 ① 現状 

【前年度（令和７年度）実績】  

産業廃棄物の種類 汚泥 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 

全 処 理 委 託 量 220ｔ 35ｔ 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
220ｔ 0ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
0ｔ 0ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
0ｔ 0ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

0ｔ 35ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 汚泥については、△年度より脱水後の汚泥（中間処理残さ）を優良認定

処理業者へ処理委託している。 

 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類については、全量を認定熱回収業者以外の者に処理委託して

いる。 



（第５面） 

 ②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 汚泥 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 

全 処 理 委 託 量 210ｔ 30ｔ 

 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
210ｔ 30ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
100ｔ 0ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
0ｔ 20ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

0ｔ 10ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

①脱水後の汚泥の一部を再生利用業者へ処理委託する。 

②廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類については、熱回収を継続することとし、一部を認定熱

回収施設設置事業者に処理委託する。 

 

 

 

 

 

※事務処理欄   



（第６面） 

備考 

１  前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。 

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。 

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。 

 (1) ①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

 (2) ②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成

工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規模

が分かるような前年度の実績を記入すること。 

 (3) ④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。 

４ 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。 

 ５ 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者へ

の焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。 

 ６ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。 

７ ※欄は記入しないこと。 



【記載例：２】 多量排出事業者による処理計画書 （別紙を使用する場合の書き方） 

 

 

様式第二号の八(第八条の四の五関係) 

(第１面) 

産業廃棄物処理計画書 

  令和８年○月○日 

岩手県知事 達増 拓也 殿 

 

提出者                   

住 所  岩手県○○市○○町○番○号  

氏 名         株式会社Ａ製造 

代表取締役 ○○ ○○   

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

電話番号  012-345-6789        

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12 条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他 

その処理に関する計画を作成したので、提出します。 

事 業 場 の 名 称 
 株式会社Ａ製造 △△工場 

事 業 場 の 所 在 地  岩手県△△市△△町△番△号 

計 画 期 間  令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 

 

①事 業 の 種 類 
製造業[ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製造業]  

※日本標準産業分類の区分を記入すること 

②事 業 の 規 模 製造製品出荷額 １億円 

③従 業 員 数 
120名 

④産業廃棄物の一連

の処理の工程 
別紙のとおり 

押印不要。計画書は県公式ホームページに

掲載し公表しますので社印・代表者印は押

印しないでください。 

 

令和８年度における処理計画の場合の計

画期間は、「令和８年４月１日～令和９年３

月３１日」となります。 

 

記入すべき事項の全てを記入することが

できないときは、当該欄に「別紙のとお

り」と記入し、処理工程がわかる書類を添

付してください。 

表１「日本標準産業分類」参照 



 (第２面) 

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

 

（管理体制図） 

別紙のとおり  

 

 

 

 

 

 

 

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和７年度）実績】 別紙のとおり 

産業廃棄物の種類   

排 出 量   

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

 

②計画 

【目標】 別紙のとおり 

産業廃棄物の種類   

排 出 量   

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

産業廃棄物の分別に関する事項 

 

①現状 

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

別紙のとおり 

 

 

②計画 

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

別紙のとおり 

 

 

 

記入すべき事項の全てを記入することが

できないときは、当該欄に「別紙のとお

り」と記入し、管理体制がわかる書類を添

付してください。 



（第３面） 

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和７年度）実績】 別紙のとおり 

産業廃棄物の種類   

自ら再生利用を行った 

産業廃棄物の量 
  

（これまでに実施した取組） 

 

 

②計画 

【目標】 別紙のとおり 

産業廃棄物の種類   

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量 
  

（今後実施する予定の取組） 

 

 

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和７年度）実績】 別紙のとおり 

産業廃棄物の種類   

自ら熱回収を行った

産業廃棄物の量 
  

自ら中間処理により減量した 

産業廃棄物の量 
  

（これまでに実施した取組） 

 

 

②計画 

【目標】  別紙のとおり 

産業廃棄物の種類   

自ら熱回収を行う

産業廃棄物の量 
  

自ら中間処理により減量する 

産業廃棄物の量 
  

（今後実施する予定の取組） 

 

 



（第４面） 

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和７年度）実績】 別紙のとおり 

産業廃棄物の種類   

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行った 

産業廃棄物の量 

  

（これまでに実施した取組） 

 

 

②計画 

【目標】 別紙のとおり 

産業廃棄物の種類   

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行う 

産業廃棄物の量 

  

（今後実施する予定の取組） 

 

 

産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

 ① 現状 

【前年度（令和７年度）実績】 別紙のとおり 

産業廃棄物の種類   

全 処 理 委 託 量   

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
  

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
  

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
  

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

  

（これまでに実施した取組） 

 

 

 



（第５面） 

 ②計画 

【目標】 別紙のとおり 

産業廃棄物の種類   

全 処 理 委 託 量   

 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
  

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
  

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
  

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

  

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 

 

 

※事務処理欄   

 



（第６面） 

備考 

１  前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。 

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。 

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。 

 (1) ①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

 (2) ②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成

工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規模

が分かるような前年度の実績を記入すること。 

 (3) ④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。 

４ 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。 

 ５ 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者へ

の焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。 

 ６ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。 

７ ※欄は記入しないこと。 



【記載例：３】 多量排出事業者による実施状況報告書 

 

様式第二号の九(第八条の四の六関係) 

(第１面) 

産業廃棄物処理計画実施状況報告書 

  令和８年○○月○○日 

岩手県知事 達増 拓也 殿 

 

提出者                   

住 所 岩手県○○市○○町○番○号    

氏 名 株式会社Ａ製造          

代表取締役 ○○ ○○    

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

電話番号 012-345-6789         

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12 条第 10 項の規定に基づき、令和７年度の産業廃棄物

処理計画の実施状況を報告します。 

事 業 場 の 名 称  株式会社Ａ製造 △△工場 

事 業 場 の 所 在 地  岩手県△△市△△町△番△号 

事 業 の 種 類 
 製造業[プラスチック製造業] 

 ※日本標準産業分類の区分を記入すること 

産業廃棄物処理計画における

計 画 期 間 
 令和７年４月１日～令和８年３月31日 

産業廃棄物処理計画における目標値 

 

項目 目標値 項目 目標値 

排 出 量 1,430ｔ 全 処 理 委 託 量 240ｔ 

自ら再生利用を行う 
産 業 廃 棄 物 の 量 

0ｔ 
優良認定処理業者への
処 理 委 託 量 

240ｔ 

自ら熱回収を行う 
産 業 廃 棄 物 の 量 

0ｔ 
再生利用業者への 
処 理 委 託 量 

100ｔ 

自ら中間処理により減量する 
産 業 廃 棄 物 の 量 

1,190ｔ 
認定熱回収業者への
処 理 委 託 量 

20ｔ 

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行う 
産 業 廃 棄 物 の 量 

0ｔ 
認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量 

10ｔ 

※事務処理欄   

押印不要。計画書は県公式ホームページに

掲載し公表しますので社印・代表者印は押

印しないでください。 

 

前年度（令和７年度）の計画に対する報

告書となりますので、計画期間は、「令

和７年４月１日～令和８年３月３１日」と

なります。 

前年度（令和７年度）の「産業廃棄物処理計画書」に

掲げた目標値を記載してください。 

 



(第３面) 

備考 

１ 翌年度の６月30日までに提出すること。 

２ 「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

３ 「産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載

した目標値を記入すること。 

４ 第２面には、前年度の産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)から(14)

に掲げる量を記入すること。 

(1) ①欄 当該事業場において生じた産業廃棄物の量 

(2) ②欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量 

(3) ③欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分又は海洋投入処分した量 

(4) ④欄 (1)の量のうち、自ら中間処理をした産業廃棄物の当該中間処理前の量 

(5) ⑤欄 (4)の量のうち、熱回収を行った量 

(6) ⑥欄 自ら中間処理をした後の量  

(7) ⑦欄 (4)の量から(6)の量を差し引いた量 

(8) ⑧欄 (6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量 

(9) ⑨欄 (6)の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量 

(10) ⑩欄 中間処理及び最終処分を委託した量 

(11) ⑪欄 (10)の量のうち、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量 

(12) ⑫欄 (10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量 

(13) ⑬欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

第15条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量 

(14) ⑭欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への

焼却処理委託量 

５ 第２面の左下の表には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を記

入すること。 

 ６ 産業廃棄物の種類が２以上あるときは、産業廃棄物の種類ごとに、第２面の例により産業廃

棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。 

７ ※欄は記入しないこと。 

 



【表１】 日本標準産業大・中分類一覧（令和６年４月１日施行） 

 



大分類 中分類

５０ 各種商品卸売業

５１ 繊維・衣服等卸売業

５２ 飲食料品卸売業

５３ 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業

５４ 機械器具卸売業

５５ その他の卸売業

５６ 各種商品小売業

５７ 織物・衣服・身の回り品小売業

５８ 飲食料品小売業

５９ 機械器具小売業

６０ その他の小売業

６１ 無店舗小売業

６２ 銀行業

６３ 協同組織金融業

６４ 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関

６５ 金融商品取引業、商品先物取引業

６６ 補助的金融業等

６７ 保険業（保険媒介代理業、保険サービス業を含む）

６８ 不動産取引業

６９ 不動産賃貸業・管理業

７０ 物品賃貸業

７１ 学術・開発研究機関

７２ 専門サービス業（他に分類されないもの）

７３ 広告業

７４ 技術サービス業（他に分類されないもの）

７５ 宿泊業

７６ 飲食店

７７ 持ち帰り・配達飲食サービス業

７８ 洗濯・理容・美容・浴場業

７９ その他の生活関連サービス業

８０ 娯楽業

８１ 学校教育

８２ その他の教育、学習支援業

８３ 医療業

８４ 保健衛生

８５ 社会保険・社会福祉・介護事業

８６ 郵便局

８７ 協同組合（他に分類されないもの）

８８ 廃棄物処理業

８９ 自動車整備業

９０ 機械等修理業（別掲を除く）

９１ 職業紹介・労働者派遣業

９２ その他の事業サービス業

９３ 政治・経済・文化団体

９４ 宗教

９５ その他のサービス業

９６ 外国公務

９７ 国家公務

９８ 地方公務

Ｔ 分類不能の産業 ９９ 分類不能の産業

Ｉ 卸売業・小売業

Ｊ 金融業・保険業

Ｋ 不動産業、物品賃貸業

Ｍ 宿泊業、飲食サービス業

Ｌ 学術研究、専門・技術サービス業

【注】公務はその行う業務によりそれぞれの業種に分類して扱う。

Ｎ 生活関連サービス業、娯楽業

Ｏ 教育、学習支援業

Ｐ 医療、福祉

Ｑ 複合サービス事業

Ｒ サービス業（他に分類されないもの）

Ｓ 公務（他に分類されるものを除く）

 


